
（参考）第三次川越市スポーツ推進計画（計画期間：令和４年度から令和７年度）の体系

【基本理念】「元気」「笑顔」「仲間」があふれるスポーツのまち

基本目標 施策 主な取り組み

①ウォーキングやジョギングコースへの距離表示の設置

②ボラティアの推進

③運動の習慣化の促進

④健康診断などの周知の促進

①スポーツ観戦機会の充実

②身近な大会等の情報提供による観戦機会の充実

①スポーツ教室の充実

②ホームページ等を活用した情報発信

③新たな種目に触れる機会の提供

①トップアスリートに接する機会の提供

②大学アスリートによる、市内小学校での指導

③企業、大学との連携

④本市ゆかりのスポーツ選手の表彰

①総合型地域スポーツクラブの設置

②総合型地域スポーツクラブの啓発と普及

③総合型地域スポーツクラブ間のネットワークづくり

①特色あるスポーツイベントの充実

②スポーツツーリズムの検討

①障害者が参加しやすい教室の実施

②誰もが楽しめるスポーツイベントの実施

③パラスポーツの情報提供

①最新情報の紹介と体験コーナーの実施

②企業・大学やスポーツ関連団体と連携したイベント等の実施

①スポーツ施設の活用と充実

②多目的なスポーツ施設の整備検討

③学校体育施設の活用

①遊びを通じたスポーツ教室の実施

②基本的な生活習慣と食生活の確立

①小中学校を超えた連携の推進

②外部指導者（近隣大学、関係団体の指導者）の活用

③ICTを活用した体育授業の充実

④オリンピック教室の実施

①高校や大学の運動部活動などの紹介

②工夫したスポーツイベント・教室の実施

③多様なスポーツ情報の発信

①身体機能の低下を防ぐ方法の紹介

②高齢者向けスポーツイベントの実施

①スポーツ関連団体の支援

②スポーツイベント、スポーツ教室の連携、協力

③個人の支援

④スポーツ功労者等への表彰

①スポーツ指導者の活用

②指導者を対象とした各種研修会の実施

③ボランティアの活用

①地域スポーツ行事への支援

②総合型地域スポーツクラブの更なる設置

③地域のラジオ体操実施の支援

①民間事業者等との連携

②スポーツツーリズムの検討

4-3　スポーツ以外のイベントへ

の参加
①スポーツ以外のイベントの参加

１　スポーツに親しむきっかけづ

くりの推進

1-1　スポーツを身近に触れる機

会の拡充

1-2　スポーツ観戦機会の活用促

進

1-3　スポーツ教室の活用促進

1-4　アスリートと触れる機会の

充実

4-2　民間事業者との連携

2-5　施設の活用・整備

3-1　幼児期のスポーツ環境の充

実

3-2　小中学校等でのスポーツ環

境の充実

３　スポーツを続けるための支援

４　スポーツにより地域活性化の

推進

3-3　青年期・成人期のスポーツ

環境の充実

3-4　高齢期のスポーツ環境の充

実

3-5　スポーツ関連団体の支援・

連携と個人への支援・表彰

3-6　スポーツ指導者の活用・支

援

4-1　スポーツを通じた地域での

交流促進

２　スポーツを楽しむ機会の充実

2-1　総合型地域スポーツクラブ

の活用

2-2　特色あるスポーツイベント

の充実

2-3　誰もが楽しめるスポーツの

推進

2-4　市民の多様なスポーツへの

対応



（参考）第二次川越市生涯スポーツ振興計画（計画期間：平成２３年度から令和２年度）の体系

【基本理念】豊かなスポーツライフの実現

　　（全体目標）スポーツを親しみ、健康的な生活習慣をつくる

基本目標 施策の柱 施策 具体的方策

ア　スポーツクラブの設置と啓発・普及

イ　クラブマネージャーや指導者の養成と活用

ウ　クラブハウスと活動の場所の確保

エ　クラブ間のネットワークづくり

ア　スポーツ指導者への支援

イ　スポーツプログラマーの育成支援

ウ　ライフステージに応じたスポーツ指導者の養成

エ　スポーツリーダーバンクの充実

③スポーツ教室の開催 ア　ライフステージ等に応じたスポーツ教室の開催

ア　各種大会のグレードアップ

イ　特色ある大会・イベントの企画・運営

ア　プロスポーツやハイレベルな大会の誘致

イ　スポーツ関連情報の提供

ア　スポーツによる健康・体力づくりへの意識啓発

イ　ウォーキング、ジョギングコースマップの作成

ウ　ニュースポーツの紹介

エ　情報提供や広報活動

ア　体育授業の充実

イ　体育的行事・活動の充実

ウ　「児童生徒体力向上推進委員会」の充実

エ　校種間連携の推進

ア　運動部活動への参加促進

イ　トップアスリート等による指導者育成

ウ　外部指導者の活用

③地域スポーツ活動への参加促進 ア　地域スポーツ活動への参加促進

ア　体育協会や競技団体、スポーツ少年団、学校等との連携による指導体制

の充実

イ　全国規模の競技大会等への参加に対する支援の充実

ウ　高度、専門的能力をもつ有資格者の養成・発掘

エ　大学等との連携

ア　アスリートの表彰

イ　スポーツ功労者の表彰

ウ　ボランティア指導者の表彰

ア　トップアスリートに接する機会の提供

イ　トップアスリートによるスポーツ教室・講習会の開催

ア　就学前の身体活動の充実

イ　遊びや野外活動の充実

ウ　健康的な生活習慣・食習慣の確立

エ　発達段階に応じた適切な運動機会の提供

オ　スポーツによる仲間づくり

ア　スポーツ習慣づくり

イ　運動部活動の推進

ウ　体力向上のための取組

エ　スポーツによる仲間づくり

ア　日常的なスポーツ習慣の定着

イ　スポーツによる健康・体力の維持・増進

ウ　スポーツによる仲間づくり

ア　活動への参加促進

イ　介護予防としての活動機会の充実

ウ　スポーツによる仲間づくり

エ　ボランティアの育成

ア　女性や親子を対象とした施策の推進

イ　女性が参加しやすくするための環境整備

ア　活動への参加促進

イ　活動機会の充実

ウ　ボランティアの育成

ア　情報の共有

イ　スポーツ団体、学校等への協力体制の確立

ウ　スポーツイベントの展開

エ　研修会や講習会の開催

オ　大学の施設開放・活用

ア　施設情報の提供

イ　スポーツイベント・教室等の情報提供

ウ　スポーツ団体・クラブ等の情報提供

ア　指導者登録制度の充実

イ　登録指導者を対象とした各種研修会の実施

ア　体育協会、スポーツ少年団、女性スポーツ団体の自立に向けた育成・支

援

イ　体育協会の法人化

ア　民間施設を利用した教室等の開催

イ　民間施設を利用した資格取得講習会等の開催

ア　学校体育施設の開放

イ　夜間照明の整備

ウ　公園等の整備

エ　計画的修繕の実施

②新設体育館の建設 ア　新設体育館の建設

③地域スポーツ施設の整備・充実 ア　地域スポーツ施設の整備・充実

ア　モデルコース等の距離表示

イ　公園、広場、緑地等の整備の際のコース設置の促進

⑤効率的な施設管理の推進 ア　効率的な施設管理の推進

※新型コロナウィルス感染症等の影響により、令和３年度末まで計画期間を延長した。

２　スポーツ活動基

盤整備

⑵施設の整備充実

⑥スポーツの普及・啓発

①体育活動の充実

⑴市民スポーツの推進

⑶競技力の向上

⑴推進体制の整備充実

⑵学校体育・スポーツの充実

③成人期のスポーツ活動の充実
⑷ライフステージに応じたスポーツ活

動の充実

１　スポーツ活動の

推進

④高齢期のスポーツ活動の充実

⑤女性のスポーツ活動の充実

⑥障害者のスポーツ活動の充実

②運動部活動の充実

①スポーツ団体等への支援

②スポーツ表彰制度の充実

③トップアスリートの活用

①幼・少年期のスポーツ活動の充実

②青年期のスポーツ活動充実

①総合型地域スポーツクラブの設置・育成

②スポーツ指導者の養成

④スポーツ大会の開催

⑤スポーツ観戦の機会の提供

④ウォーキング・ジョギングコースの整備

①大学との連携

②ホームページの積極的な活用

③スポーツリーダーバンクの整備・活用

④スポーツ団体の育成・支援

⑤民間施設との連携

①既存施設の整備・活用



（参考）国の第３期スポーツ基本計画（計画期間：令和４年度から令和８年度）の体系

№ 項目 市施策との関連性の強弱

1 多様な主体におけるスポーツ機会創出 強

2 スポーツ界におけるDXの推進 弱

3 国際競争力の向上 弱

4 スポーツの国際交流・協力 中

5 スポーツによる健康増進 強

6 スポーツの成長産業化 中

7 スポーツによる地域創生、まちづくり 強

8 スポーツを通じた共生社会の実現 中

9 担い手となるスポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化 中

10 スポーツの推進に不可欠な「ハード」「ソフト」「人材」 強

11 スポーツを実施する者の安全・安心の確保 強

12 スポーツ・インテグリティの確保 中

（参考）埼玉県スポーツ推進計画（計画期間：令和５年度から令和９年度）の体系

№ 基本目標 施策 市施策との関連性の強弱

(１)スポーツ実施率の低い女性、

働く世代・  子育て世代のスポー

ツ機会の充実

強

(２)子供・若者のスポーツ活動の

充実
強

(３)パラスポーツの機会の充実 中

(４)スポーツを通じた高齢者の健

康増進・生きがいづくり
強

(５)スポーツを支える基盤づくり 強

(６)スポーツを楽しむことができ

る多様な機会の創出
強

(７)スポーツ科学によるアスリー

ト（パラアスリート含む）の競技

力向上

中

(８)スポーツ・インテグリティ及

び安全・安心の確保
中

(９)スポーツによる共生社会の実

現
強

(10)スポーツを通じた地域の活性

化
強

※スポーツ基本法第10条第1号において、「スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地方

スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。」との規定が定められている。

3

4

すべての県民にスポーツを～誰もが生涯に渡る充実したスポーツライフを

～

多彩なスポーツの機会創出～県民一人一人がスポーツの価値を享受～

県民に夢と希望を与える埼玉トップアスリートの輩出～スポーツ先進県埼

玉の更なる発展～

社会におけるスポーツの力の発揮～スポーツを通じた活力のある社会の実

現～

1

2


